
◎国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保

障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国

際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改

正する法律 
（令和四年一二月九日法律第九七号）   

一、 提案理由（令和四年一一月九日・衆議院内閣委員会） 

○谷国務大臣 国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会

決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関

する特別措置法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要

を御説明申し上げます。 

 令和三年八月、マネーロンダリング、テロ資金供与及び拡散金融対策に関する政府間

の枠組みであるＦＡＴＦ、金融活動作業部会から、対策の一層の強化に向け、我が国が

優先的に取り組むべき事項が示されました。こうした状況を踏まえ、国際的協調の下に

防止及び抑止が図られるべき不正な資金等の移動等をより一層効果的に防止し、及び抑

止するため、本法律案を提出した次第であります。 

 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する

国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法を改正して、国家公安委員会による

公告の対象となった大量破壊兵器関連計画等関係者について、特定の財産を処分しその

対価の支払いを受けること等の特定の行為を都道府県公安委員会の許可に係らしめるな

ど財産の凍結等の措置の対象とするほか、金銭以外のその財産的価値の移転が容易な財

産に係る債務の履行を受けること等を、財産の凍結等の措置の対象となる者が許可を受

けるべき行為に追加することとしております。 

 第二に、外国為替及び外国貿易法を改正して、電子決済手段に関する取引を資本取引

規制の対象とするとともに、電子決済手段等取引業者等に顧客の本人確認義務及び資産

凍結措置に係る確認義務を課すなど、電子決済手段等取引業者等及び電子決済手段取引

に係る規定の整備をするほか、外国為替取引等取扱業者が外国為替取引等を行うに当た

り遵守すべき基準に関する規定の整備を行うこととしております。 

 第三に、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律及び国際的な協力の

下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取

締法等の特例等に関する法律を改正して、犯罪収益等隠匿罪、薬物犯罪収益等隠匿罪等

の法定刑を引き上げるとともに、犯罪収益等として没収することができる財産を拡大す

ることとしております。 

 第四に、公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律を改

正して、国際的に保護される者を殺害する行為その他の一定の犯罪行為を特定犯罪行為

と定義した上で、各処罰規定について、特定犯罪行為のための資金等の提供等を処罰対



象に加えるとともに、法定刑を引き上げることとしております。 

 第五に、犯罪による収益の移転防止に関する法律を改正して、司法書士等、行政書士

等、公認会計士等及び税理士等が顧客等との間で、特定取引を行うに際して行う取引時

の確認事項に、取引を行う目的等の事項を追加するほか、行政書士等、公認会計士等及

び税理士等が行う疑わしい取引の届出に関する規定を整備することとしております。ま

た、外国為替取引及び電子決済手段の移転に係る通知事項に、支払い又は移転の相手方

の本人特定事項等を加えるほか、暗号資産の移転についても通知義務の対象とすること

としております。 

 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 なお、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超

えない範囲内において政令で定める日としております。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。 

二、衆議院内閣委員長報告（令和四年一一月一五日） 

○大西英男君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審

査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、国際的協調の下に不正な資金等の移動等をより一層効果的に防止し、及び抑

止するためのものです。 

 その主な内容は、 

 第一に、大量破壊兵器関連計画等関係者を財産の凍結等の対象として追加するもので

す。 

 第二に、電子決済手段に関する取引を資本取引規制の対象とするものです。 

 第三に、暗号資産交換業者に暗号資産の移転に係る通知義務を課すものです。 

 本案は、去る十一月八日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委

員会に付託されました。 

 本委員会においては、翌九日、谷国務大臣から趣旨の説明を聴取した後、質疑に入り、

十一日質疑を終局いたしました。質疑終局後、討論を行い、採決いたしましたところ、

本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院内閣委員長報告（令和四年一二月二日） 

○古賀友一郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における

審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、国際的協調の下に防止及び抑止が図られるべき不正な資金等の移動等を

より一層効果的に防止し、及び抑止するため、大量破壊兵器関連計画等関係者を財産の

凍結等の対象として追加するとともに、電子決済手段に関する取引を資本取引規制の対

象とするほか、暗号資産交換業者に暗号資産の移転に係る通知義務を課す等の措置を講



じようとするものであります。 

 委員会におきましては、大量破壊兵器の拡散防止等の実効性、司法書士等、士業者の

マネロン対策追加の意義、ＮＰＯ等がテロ資金供与に悪用されないための施策、マネロ

ン罪の法定刑引上げの是非等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によっ

て御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の井上委員より反対の旨の意見

が述べられました。 

 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。  

○附帯決議（令和四年一一月二四日） 

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。 

一 司法書士等、行政書士等、公認会計士等及び税理士等に対し、新たに取引時の確認

事項として、取引を行う目的、職業又は事業の内容及び実質的支配者の本人特定事項

が追加されることから、円滑に取引時確認が行われるよう、法改正の内容を国民に対

して十分に周知・広報し、実効的なマネー・ローンダリング対策等の実現に万全を期

すること。 

二 金融機関等において旧姓等本名と異なる名義により開設された口座がマネー・ロー

ンダリング等に悪用される懸念があることを踏まえ、マネー・ローンダリング対策等

を適切に講ずる観点から、必要な対応を検討すること。 

  右決議する。  

 


